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１ 我が国における重大自然災害

■ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
（平成８年法律第８５号／略称：特定非常災害法）

（内閣府「防災情報のページ」より引用）

発生年月日 災害名 主な被災地域 死者・行方不明
者数（人） 負傷者数（人） 住家被害

（浸水は除く）

1995年1月17日 阪神・淡路大震災 兵庫県・大阪府等 6,437 43,792 約64万棟

2004年10月23日 新潟県中越地震 新潟県 68 4,805 約12万棟

2011年3月11日 東日本大震災 東北地方太平洋沿岸 22,336 6,254 約116万棟

2016年4月14日 平成28年熊本地震 熊本県・大分県 273 2,809 約21万棟

2018年6月28日 平成30年7月豪雨 西日本各地 271 484 約2万棟

2019年10月10日 令和元年東日本台風
（台風19号） 東日本各地 121 388 約8万棟

2020年7月3日 令和2年7月豪雨 九州・中部地方等 88 82 約8千棟

2024年1月1日 令和6年能登半島地震 石川県能登地方 722 1,407 約17万棟

■ 特定非常災害法が適用された災害

（出典：総務省消防庁公表の災害情報・確定報記載の統計記録を基に作成）
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１ 我が国における重大自然災害

■ 被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号）

■ 令和６年度、令和７年度に被災者生活再建支援法が適用された災害

令和７年度
■ 令和７年青森県東方沖を震源とする地震による災害
■ 令和７年11月18日に発生した強風による災害
■ 令和７年台風第22号及び第23号による災害
■ 令和７年台風第15号等による災害
■ 令和７年台風第12号による災害
■ 令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨災害

令和６年度
■ 令和７年２月26日に発生した強風による災害
■ 令和６年９月20日からの大雨による災害
■ 令和６年７月25日からの大雨による災害

（内閣府「防災情報のページ」「被災者生活再建支援法の適用状況について」より引用）

（内閣府防災から提供）
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■ 現在の法テラスにおける被災者支援
⑴ 被災者法律相談援助

大規模災害（政令指定）が発生した際に、その被災者に対して、発災から
最長１年の間、資力を問わずに無料の法律相談を実施するもの

⑵ 法テラス災害ダイヤルを始めとする情報提供
被災者専用のフリーダイヤルによる情報提供ダイヤルの開設
ホームページにおいて、特定の災害に関する特設ページを開設し、被災者

が必要とする情報を発信

⑶ 被災地自治体等の関係機関との連携による支援
法テラスの被災者支援の取組に関する周知の協力
「法テラス号」の運行等による、被災現場における法律相談の実施

２ 法テラスにおける被災者支援の経緯と概要

■ 東日本大震災への対応
２０１１年（平成２３年）３月１１日に発生した東日本大震災の被災者に対

して、法的支援を実施
○ 法テラス災害ダイヤルを開設し、被災者の必要とする情報に特化した情報
提供を実施
○ ２０１２年に成立した法テラス震災特例法に基づき、被災者に対する資力
を問わない法的援助を実施
○ 岩手県・宮城県・福島県の３県に、合計７か所の被災地出張所を開設

■ 平成２８年総合法律支援法改正等
東日本大震災での被災者支援の経験を経て、大規模災害の被災者に対する法

的支援の必要性を認識
→ ２０１４年（平成２６年）の有識者検討会における提言も踏まえ、総合法
律支援法を改正して被災者法律相談援助を導入するなど、被災者支援の制度
や仕組みを整備
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３ 被災者法律相談援助

要件① 著しく異常かつ激甚な非常災害等として政令指定された災害であること

第190回国会 平成28年3月30日 衆議院法務委員会 議事録（抜粋）
○萩本政府参考人 今御指摘がありましたとおり、この法律案では、大規模災害
の被災者に対する法律相談援助の対象となる災害、地区、それから実施期間、い
ずれも政令で定めることにしているところでして、実施期間については、災害発
生から一年の範囲で定めることとしております。
一年ということにしましたのは、もともと本法律案が、大規模災害の被災者

にとって災害発生後に最も需要が大きいと考えられる法律相談を無料で提供しよ
う、そうすることによって、当座の法律問題に対する司法アクセス障害を解消し、
その間に、必要に応じて大規模災害の被災状況などを踏まえた特別措置法の制定
などをしていただこう、こういう発想に立って定めたものでございます。

■ 概要
大規模災害（政令指定）が発生した際に、その被災者に対して、発災から最

長１年の間、資力を問わずに、無料法律相談を実施するもの

■ 実施要件（総合法律支援法第３０条第１項第４号）

要件② 民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地域として政令で
定められた地区の住民等であること

要件③ 発災の日から１年を超えない範囲内において政令で定められた期間

※ 特定非常災害法第２条第１項に定められた特定非常災害の要件と文言が共
通（「著しく異常かつ激甚な非常災害」）
→ 令和６年奥能登豪雨での実施例を除き、これまで、特定非常災害に政令
指定された災害について非常災害に指定し、被災者法律相談援助を実施

※ 被災地に住んで生活を送っている方はもちろん、被災地に住民票を置い
ている方などが対象となる

※ これまで実施された被災者法律相談援助は、全て発災から１年の間実施

参考）東日本大震災発生 ２０１１年３月１１日
法テラス震災特例法の成立 ２０１２年３月２３日

第216回国会 令和6年12月23日 衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に
関する特別委員会 議事録（抜粋）                           
○松井政府参考人 いわゆる令和六年奥能登豪雨による災害について、委員御指
摘のとおり、総合法律支援法に基づく被災者法律相談援助を行うための政令が
閣議決定されました。この政令は、令和六年能登半島地震により激甚な被害を
受けた奥能登地域において更に豪雨災害が発生したことに鑑み、制定すること
としたものです。
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３ 被災者法律相談援助

対象災害（地区） 発災日 実施期間

平成２８年熊本地震
（熊本県）

2016.4.14 2016.7.1～2017.4.13

平成３０年７月豪雨
（広島県等の１１府県）

2018.6.28～7.8 2018.7.14～2019.6.27

令和元年台風１９号
（岩手県から静岡県にかけて

の１４都県）
2019.10.10 2019.10.18～2020.10.9

令和２年７月豪雨
（山形県、熊本県等の９県）

2020.7.3～7.31 2020.7.14～2021.7.2

令和６年能登半島地震
（石川県、新潟県等の４県）

2024.1.1 2024.1.11～12.31

令和６年奥能登豪雨
（奥能登地域）

2024.9.20～9.23 2024.12.25～2025.9.19

■ これまでの実施例

■ 被災者法律相談援助の実績
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平成２８年熊本地震 平成３０年７月豪雨 令和元年台風１９号

令和２年７月豪雨 令和６年能登半島地震 令和６年奥能登豪雨

※１ 令和元年台風１９号に関する被災者法律相談援助件数が、６か月目及び７か月目
（令和２年４月及び５月）に大きく減少している原因は、新型コロナウイルスの感染
拡大と緊急事態宣言にあると推測される。

※２ いずれの援助についても、発災当月及び１２か月目は３０日に満たない場合があ
るため、それら以外の月と比べて件数が少ない傾向にある。
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３ 被災者法律相談援助

■ 令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨における被災者法律相談援助の実績

○ 両災害における被災者法律相談援助の事件分類別件数（R6.1.11-R7.3.31）
・両災害における被災者法律相談援助の実施件数は合計８，８５８件。
・相談件数が多い事件類型は、①家事事件（相続含む）、②多重債務事件（二
重ローン問題含む）、③金銭事件、④不動産事件となっている。

○ 事件別内訳（一般法律相談援助及び平成２８年熊本地震との比較）
・一般法律相談援助との比較では、金銭事件や不動産事件の割合が多い傾向に
ある。
・この傾向は、平成２８年熊本地震による災害における被災者法律相談援助で
も共通して認められる。

（法テラス白書令和６年度版より引用） ６

（法テラス白書令和６年度版より引用）



４ 法テラス災害ダイヤルを始めとする情報提供

■ 法テラス災害ダイヤルについて
被災者専用のフリーダイヤル（０１２０－０７８３０９）を設置し、被災者

からの問合せに対し、必要な情報提供を行うもの

○ 法テラス災害ダイヤルへの問合せ実績（令和６年能登半島地震及び奥能登豪
雨に関するもの）

○ 問合せの分野内訳（令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨に関するもの）
問合せ内容は「住まい・不動産に関する相談」がいずれも半分を超えている

※「法テラス」は、民事法律扶助及び被災者法律相談援助に関する情報提供
（法テラス白書令和６年度版より引用）
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４ 法テラス災害ダイヤルを始めとする情報提供

■ その他の情報提供

○ 法テラスホームページにおいて、特設ページを開設し、「法律問題Ｑ＆Ａ」
を公開するなど、特定の災害に重点を置いた情報提供を実施

○ 「法律問題Ｑ＆Ａ」では、各種の公的支援制度の紹介や、「借金・ローン関
係」「土地・建物関係」「親族・相続関係」など、事件類型ごとに問題になり
やすい事項に関する法制度や支援制度を説明

特設ページの例（令和６年能登半島地震）

○ 「法律問題Ｑ＆Ａ」のうち、特に重要なものをまとめたリーフレットを作成。
関係機関の相談窓口に備え置いていただき、被災者に必要な情報を届けている。

(法テラスHP：https://www.houterasu.or.jp/site/saigai-higai/reiwa6nen-notohantojisin.html)

８(法テラスHP：https://www.houterasu.or.jp/site/saigai-higai/reiwa6nen-notohantojisin.html)



５ 被災地自治体等の関係機関との連携による支援

■ 「法テラス号」による無料法律相談会の開催
○ 「法テラス号」は、大型ワンボックスカーの後部車室が相談室になっている
移動相談車両であり、法テラス号で被災地に赴くことで、法律相談を実施する
設備が整っていない避難所や仮設住宅等の場所でも、プライバシーが守られた
環境での法律相談会を実施することができる。

○ 「法テラス号」による法律相談会の開催実績（令和６年能登半島地震等）
特に司法過疎地域である奥能登地域（令和６年奥能登豪雨に係る被災者法律

相談援助対象地域：地図の赤色部分）において、法テラス号による無料法律相
談会が効果的であり、自治体や社会福祉協議会、地域支え合いセンターなどと
連携・協働し、令和６年３月から令和８年３月の１年間で合計８７回の無料法
律相談会を実施した。

■ その他の関係機関連携
○ 被災地における法テラスの取組の周知が課題となるところ、被災自治体が主
催する復興イベントにおいて法テラス号による無料法律相談会を実施したり、
社会福祉協議会や地域支え合いセンター等の関係機関を通じて、法テラスの被
災者法律相談援助等の取組の周知を行っている。

珠洲市 輪島市 能登町 穴水町 七尾市 志賀町 内灘町 金沢市 加賀市 白山市 羽咋市 津幡町 計

R6.3 1 1 2

R6.4～R7.3 6 6 9 2 15 3 1 1 1 44

R7.4～R8.3 9 11 17 1 1 1 1 41

計 15 17 9 2 33 3 2 1 2 1 1 1 87
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５ 被災地自治体等の関係機関との連携による支援

■ 参考：東日本大震災における連携事例～法テラス被災地出張所の設置
東日本大震災に係る被災者支援として、法テラスは、特に被害の大きかった

岩手県・宮城県・福島県に合計７か所の被災地出張所を設置した。
被災地出張所の設置に当たっては、候補地の選定、法務省や日弁連、被災地

の弁護士会、自治体等との調整・交渉などを行い、実際に被災地出張所が設置
されてからは、その職員に、地域事情に詳しい地元の元役場職員等を採用した。
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（法テラス白書令和２年度版より引用）
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